
 

 

 

付 議 第 ３ 号 

 

 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案に係る意見聴取に

関する議案 

 

 

 令和４年６月高知県議会定例会提出予定の別紙議案に係る地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定に基づく高

知県知事からの意見聴取に対し、適当であると認めることについて、議決を求

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）    

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   （５）教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。 





 

 
 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案説明 

 

この条例は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の

促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第48号）の施行による長期優良

住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号）の一部改正に伴い、建築行為を伴

わない既存住宅の認定制度が創設されることを考慮し、長期優良住宅維持保全計画の認定

及び変更の認定の申請に対する審査に係る手数料を新たに徴収することとし、併せて教育

公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律（令和４年法律第40号）の施行に

よる教育職員免許法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法及び教育公務員特例法

の一部を改正する法律（平成19年法律第98号）の一部改正により、普通免許状及び特別免

許状の更新制に関する規定が削除されることに伴い、免許状の更新等の事務に係る手数料

を廃止するとともに、教育職員免許法の引用規定の整理をしようとするものである。 
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第 10 号 

 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案 

 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和４年６月７日提出 

 

高知県知事 濵田 省司 

 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

高知県手数料徴収条例（平成12年高知県条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第55条の３第１項の表３の項を同表５の項とし、同項の前に次のように加える。 

４ 法第８条第１項の規定に基づく長期優良

住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対

する審査 

長期優良住宅維

持保全計画変更

認定申請手数料 

３の項イ (ア )及び

(イ)に定める額 

第55条の３第１項の表２の項を同表３の項とし、同表１の項の次に次のように加える。 

２ 法第５条第６項又は第７項の規定に基づ

く長期優良住宅維持保全計画の認定の申請

に対する審査 

長期優良住宅維

持保全計画認定

申請手数料 

１の項イ (ア )及び

(イ)に定める額 

第56条の表１の項中「第16条の２第１項」を「第16条第１項」に改め、同表２の項を削

り、同表３の項中「第５条第３項」を「第５条第２項」に改め、同項を同表２の項とし、

同表４の項中「第５条第６項」を「第５条第５項」に改め、同項を同表３の項とし、同表

中５の項を４の項とし、６の項を５の項とし、７の項を６の項とし、８の項及び９の項を

削り、10の項を７の項とし、11の項を８の項とし、12の項から15の項までを削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例中第56条の表の改正規定及び次項の規定は令和４年７月１日から、第55条の

３第１項の表の改正規定は同年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行後においてこの条例による改正前の高知県手数料徴収条例第56条の規

別紙２ 

2



 
 

定により納付すべき手数料については、なお従前の例による。 
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新
 

 
 

 
 

 
旧

 
 

 
 

 
 

対
 

 
 

 
 

 
照

 
 

 
 

 
 

表
 

新
 

高
知

県
手

数
料

徴
収

条
例

（
抜

粋
）

 

 

旧
 

高
知

県
手

数
料

徴
収

条
例

（
抜

粋
）

 

 

（
計

算
単

位
）

 
（

計
算

単
位

）
 

第
２

条
 

手
数

料
の

額
は

、
次

章
に

特
別

の
計

算
単

位
の

定
め

の
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
、

そ
の

他
の

も
の

に
つ

い
て

は
１

件
に

つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

章
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

第
２

条
 

手
数

料
の

額
は

、
次

章
に

特
別

の
計

算
単

位
の

定
め

の
あ

る
も

の
に

つ
い

て
は

そ
の

計
算

単
位

に
つ

き
、

そ
の

他
の

も
の

に
つ

い
て

は
１

件
に

つ

き
そ

れ
ぞ

れ
同

章
に

定
め

る
額

と
す

る
。

 

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

）
 

（
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

）
 

第
5
5
条

の
３

 
県

は
、

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成

2
0
年

法
律

第
8
7
号

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う

。
）

に
係

る
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

名

称
の

手
数

料
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

額
の

手
数

料
を

徴

収
す

る
。

 

第
5
5
条

の
３

 
県

は
、

長
期

優
良

住
宅

の
普

及
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成

2
0
年

法
律

第
8
7
号

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

「
法

」
と

い
う

。
）

に
係

る
次

の
表

の
左

欄
に

掲
げ

る
事

務
に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

名

称
の

手
数

料
と

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

額
の

手
数

料
を

徴

収
す

る
。

 

事
務

の
内

容
 

手
数

料

の
名

称
 

金
額

 

１
 

法
第

５
条

第
１

項
か

ら
第

５
項

ま
で

の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

認

定
申

請

手
数

料
 

 

ア
 

新
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
8
1
 

 
 

 

事
務

の
内

容
 

手
数

料

の
名

称
 

金
額

 

１
 

法
第

５
条

第
１

項
か

ら
第

５
項

ま
で

の

規
定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

建
築

等
計

画
の

認
定

の
申

請
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

認

定
申

請

手
数

料
 

 

ア
 

新
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

1
1
年

法
律

第
8
1
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号
）

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
住

宅
性

能
評

価
機

関
が

交
付

し
た

同
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
設

計
住

宅
性

能
評

価
書

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
設

計
住

宅
性

能
評

価

書
」

と
い

う
。

）
又

は
同

法
第

６
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

確
認

書

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
確

認

書
」

と
い

う
。

）
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

(
イ

)
 

設
計

住
宅

性
能

評
価

書
及

び
確

認
書

が
添

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

イ
 

増
築

し
、

又
は

改
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

1
5
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

1
8
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
1
8
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

 
 

1
2
,
0
0
0
円

に
戸

 
 

号
）

第
５

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
住

宅
性

能
評

価
機

関
が

交
付

し
た

同
法

第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
設

計
住

宅
性

能
評

価
書

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
設

計
住

宅
性

能
評

価

書
」

と
い

う
。

）
又

は
同

法
第

６
条

の
２

第
３

項
に

規
定

す
る

確
認

書

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
確

認

書
」

と
い

う
。

）
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

(
イ

)
 

設
計

住
宅

性
能

評
価

書
及

び
確

認
書

が
添

付
さ

れ
て

い
な

い
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

イ
 

増
築

し
、

又
は

改
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

1
5
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

1
8
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
1
8
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

 
 

1
2
,
0
0
0
円

に
戸
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場
合

 
 

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下
 
 

1
2
4
,
0
0
0
円

に
 

 

場
合

 
 

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下
 
 

1
2
4
,
0
0
0
円

に
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の
場

合
 

 
戸

数
に

1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
イ

)
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

な
い

も
の

 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
1
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

8
8
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
8
8
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
6
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

2
1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
7
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
9
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

 
 

の
場

合
 

 
戸

数
に

1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
イ

)
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

な
い

も
の

 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
1
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

8
8
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
8
8
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
6
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

2
1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
7
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
9
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

 
 

7



 
 

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
9
9
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
7
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
1
3
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
6
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
1
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
8
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

8
1
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

 
 

 
 

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
9
9
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
7
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
1
3
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
6
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
1
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
8
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

8
1
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得
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た
額

を
加

算
し

た
額

 

２
 

法
第

５
条

第
６

項
又

は
第

７
項

の
規

定

に
基

づ
く

長
期

優
良

住
宅

維
持

保
全

計
画

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

長
期

優

良
住

宅

維
持

保

全
計

画

認
定

申

請
手

数

料
 

１
の

項
イ

(
ア

)

及
び

(
イ

)
に

定

め
る

額
 

３
 

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

の
変

更
の

認
定

の
申

請
（

法
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
住

宅
の

譲
受

人
を

決
定

し
た

場
合

に
お

け
る

も
の

及
び

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
区

分
所

有
住

宅
（

２
以

上
の

区
分

所
有

者
（

建
物

の
区

分
所

有
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
6
9
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

区
分

所
有

者
を

い
う

。
）

が
存

す
る

住
宅

を
い

う
。

）
の

管
理

者
等

が
選

任
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

も
の

を
除

く
。

）
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

変

更
認

定

申
請

手

数
料

 

 

ア
 

新
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

法
第

６
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
長

期
使

用
構

造
等

認
定

基
準

」
と

 

 
 

 

 
 

た
額

を
加

算
し

た
額

 

 
 

 

２
 

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

の
変

更
の

認
定

の
申

請
（

法
第

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
住

宅
の

譲
受

人
を

決
定

し
た

場
合

に
お

け
る

も
の

及
び

同
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
区

分
所

有
住

宅
（

２
以

上
の

区
分

所
有

者
（

建
物

の
区

分
所

有
等

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
6
9
号

）
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

区
分

所
有

者
を

い
う

。
）

が
存

す
る

住
宅

を
い

う
。

）
の

管
理

者
等

が
選

任
さ

れ
た

場
合

に
お

け
る

も
の

を
除

く
。

）
に

対
す

る
審

査
 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

変

更
認

定

申
請

手

数
料

 

 

ア
 

新
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

法
第

６
条

第
１

項
第

１
号

に
掲

げ
る

基
準

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
長

期
使

用
構

造
等

認
定

基
準

」
と
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い
う

。
）

に
係

る
変

更
を

含
む

も
の

 
 

 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

(
イ

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

ま
な

い
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

イ
 

増
築

し
、

又
は

改
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

む
も

の
 

 
 

ａ
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

(
ａ

)
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 

 
 

ⅰ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
,
5
0
0
円

 

ⅱ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

9
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

ⅰ
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
9
,
0
0
0
円

 

ⅱ
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
1
2
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

 

い
う

。
）

に
係

る
変

更
を

含
む

も
の

 
 

 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

(
イ

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

ま
な

い
も

の
 

 
 

ａ
・

ｂ
 

略
 

 
略

 

イ
 

増
築

し
、

又
は

改
築

す
る

住
宅

 
 

 

(
ア

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

む
も

の
 

 
 

ａ
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 
 

(
ａ

)
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 

 
 

ⅰ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
,
5
0
0
円

 

ⅱ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

9
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

ⅰ
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
9
,
0
0
0
円

 

ⅱ
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
1
2
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
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ⅲ
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅳ
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅴ
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅵ
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

 
 

ⅲ
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅳ
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅴ
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅵ
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た
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額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅶ
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
1
2
4
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅷ
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ｂ
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

な
い

も
の

 

 
 

(
ａ

)
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 

 
 

ⅰ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

3
5
,
5
0
0
円

 

ⅱ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

4
4
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 
 

 
 

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅶ
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
1
2
4
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅷ
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ｂ
 

確
認

書
が

添
付

さ
れ

て
い

な
い

も
の

 

 
 

(
ａ

)
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 

 
 

ⅰ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

3
5
,
5
0
0
円

 

ⅱ
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

4
4
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の
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ⅰ
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
4
4
,
0
0
0
円

 

ⅱ
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
6
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

2
1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅲ
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
7
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
9
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅳ
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
9
9
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
7
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅴ
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
1
3
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
6
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

 
 

ⅰ
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
4
4
,
0
0
0
円

 

ⅱ
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
6
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

2
1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅲ
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
7
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
9
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅳ
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
9
9
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
7
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

ⅴ
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
1
3
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
6
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得
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た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅵ
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
1
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅶ
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
8
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅷ
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

8
1
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 
 

 
 

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅵ
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
1
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅶ
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
3
8
1
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
3
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

 

ⅷ
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

8
1
8
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額
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(
イ

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

ま
な

い
も

の
 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
,
5
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

9
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
9
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
1
2
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

 
 

(
イ

)
 

長
期

使
用

構
造

等
認

定
基

準
に

係
る

変
更

を
含

ま
な

い
も

の
 

 
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
下

の
場

合
 

 
１

戸
に

つ
き

7
,
5
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

床
面

積
が

1
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

を
超

え
る

場
合

 

 
１

戸
に

つ
き

9
,
0
0
0
円

 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

 
 

 

(
ａ

)
 

戸
数

が
１

の
場

合
 

 
9
,
0
0
0
円

 

(
ｂ

)
 

戸
数

が
２

以
上

５
以

下
の

場
合

 

 
1
2
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｃ

)
 

戸
数

が
６

以
上

1
0
以

下
の

場
合

 

 
1
5
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

3
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｄ

)
 

戸
数

が
1
1
以

上
2
5
以

下
の

場
合

 

 
4
7
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円
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を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
1
2
4
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

 
 

 
 

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｅ

)
 

戸
数

が
2
6
以

上
5
0
以

下
の

場
合

 

 
7
1
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｆ

)
 

戸
数

が
5
1
以

上
1
0
0
以

下

の
場

合
 

 
9
3
,
0
0
0
円

に
戸

数
に

1
,
0
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

(
ｇ

)
 

戸
数

が
1
0
1
以

上
2
0
0
以

下

の
場

合
 

 
1
2
4
,
0
0
0
円

に

戸
数

に
1
,
0
0
0

円
を

乗
じ

て
得

た
額

を
加

算
し

た
額

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得
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た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

４
 

法
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

長

期
優

良
住

宅
維

持
保

全
計

画
の

変
更

の
認

定
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

長
期

優

良
住

宅

維
持

保

全
計

画

変
更

認

定
申

請

手
数

料
 

３
の

項
イ

(
ア

)

及
び

(
イ

)
に

定

め
る

額
 

５
 

法
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

認

定
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

に
係

る
住

宅
の

容
積

率
の

特
例

の
許

可
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

に

係
る

住

宅
容

積

率
特

例

許
可

申

請
手

数

料
 

1
6
万

円
 

備
考

 
左

欄
に

掲
げ

る
「

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

」
に

係
る

事
務

に
つ

 
 

 
 

た
額

 

(
ｈ

)
 

戸
数

が
2
0
1
以

上
の

場
合

 
 

2
9
万

円
に

戸
数

に
4
0
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
を

加
算

し
た

額
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
 

 
 

 

３
 

法
第

1
8
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

認

定
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

に
係

る
住

宅
の

容
積

率
の

特
例

の
許

可
の

申
請

に
対

す
る

審
査

 

長
期

優

良
住

宅

建
築

等

計
画

に

係
る

住

宅
容

積

率
特

例

許
可

申

請
手

数

料
 

1
6
万

円
 

備
考

 
左

欄
に

掲
げ

る
「

共
同

住
宅

等
に

係
る

も
の

」
に

係
る

事
務

に
つ
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き
、

そ
れ

ぞ
れ

右
欄

に
掲

げ
る

額
は

、
共

同
住

宅
等

１
棟

に
つ

い
て

の
額

と
す

る
。

 
 

き
、

そ
れ

ぞ
れ

右
欄

に
掲

げ
る

額
は

、
共

同
住

宅
等

１
棟

に
つ

い
て

の
額

と
す

る
。

 
 

２
 

前
項

の
手

数
料

を
徴

収
す

る
場

合
に

お
い

て
、

法
第

６
条

第
２

項
（

法
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

基
づ

き
法

第

５
条

第
１

項
か

ら
第

５
項

ま
で

又
は

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の

申
請

を
す

る
者

の
う

ち
、

当
該

申
請

に
係

る
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

が

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

受
け

る
よ

う
申

し
出

た

者
に

あ
っ

て
は

、
前

項
の

手
数

料
の

額
に

高
知

県
建

築
基

準
法

施
行

条
例

（
昭

和
6
3
年

高
知

県
条

例
第

３
号

）
第

2
1
条

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
確

認
申

請
手

数
料

の
額

、
同

条
例

第
2
1
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
構

造
計

算
適

合
性

判
定

手
数

料
の

額
並

び
に

同
条

例
第

2
2
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

建
築

設
備

及
び

工
作

物
に

関
す

る
確

認
申

請
手

数
料

の
額

に

相
当

す
る

額
を

加
え

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

例
第

2
1

条
の

２
第

１
項

中
「

法
第

7
7
条

の
3
5
の

2
1
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

知
事

が
法

第
６

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

同
項

に
規

定

す
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
法

」
と

あ
る

の
は

「
法

」
と

、
「

が
構

造
計

算
適

合

性
判

定
」

と
あ

る
の

は
「

が
構

造
計

算
適

合
性

判
定

（
法

第
６

条
の

３
第

１

項
に

規
定

す
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
、

同
条

第
２

項
中

「
法

第
7
7
条

の
3
5
の

2
1
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
知

事
が

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
法

」
と

あ
る

の

は
「

法
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
手

数
料

を
徴

収
す

る
場

合
に

お
い

て
、

法
第

６
条

第
２

項
（

法
第

８
条

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

基
づ

き
法

第

５
条

第
１

項
か

ら
第

５
項

ま
で

又
は

第
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

認
定

の

申
請

を
す

る
者

の
う

ち
、

当
該

申
請

に
係

る
長

期
優

良
住

宅
建

築
等

計
画

が

建
築

基
準

法
（

昭
和

2
5
年

法
律

第
2
0
1
号

）
第

６
条

第
１

項
に

規
定

す
る

建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

受
け

る
よ

う
申

し
出

た

者
に

あ
っ

て
は

、
前

項
の

手
数

料
の

額
に

高
知

県
建

築
基

準
法

施
行

条
例

（
昭

和
6
3
年

高
知

県
条

例
第

３
号

）
第

2
1
条

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
確

認
申

請
手

数
料

の
額

、
同

条
例

第
2
1
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
構

造
計

算
適

合
性

判
定

手
数

料
の

額
並

び
に

同
条

例
第

2
2
条

第
１

項

の
規

定
に

よ
る

建
築

設
備

及
び

工
作

物
に

関
す

る
確

認
申

請
手

数
料

の
額

に

相
当

す
る

額
を

加
え

る
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

同
条

例
第

2
1

条
の

２
第

１
項

中
「

法
第

7
7
条

の
3
5
の

2
1
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

知
事

が
法

第
６

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
（

同
項

に
規

定

す
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
法

」
と

あ
る

の
は

「
法

」
と

、
「

が
構

造
計

算
適

合

性
判

定
」

と
あ

る
の

は
「

が
構

造
計

算
適

合
性

判
定

（
法

第
６

条
の

３
第

１

項
に

規
定

す
る

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

い
う

。
以

下
こ

の
条

に
お

い
て

同

じ
。

）
」

と
、

同
条

第
２

項
中

「
法

第
7
7
条

の
3
5
の

2
1
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
知

事
が

構
造

計
算

適
合

性
判

定
を

行
う

場
合

に
お

い
て

、
法

」
と

あ
る

の

は
「

法
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

（
教

育
職

員
免

許
法

に
係

る
事

務
の

手
数

料
）

 
（

教
育

職
員

免
許

法
に

係
る

事
務

の
手

数
料

）
 

第
5
6
条

 
県

は
、

教
育

職
員

免
許

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
1
4
7
号

。
以

下
こ

の
第

5
6
条

 
県

は
、

教
育

職
員

免
許

法
（

昭
和

2
4
年

法
律

第
1
4
7
号

。
以

下
こ

の
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条
に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
に

係
る

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

名
称

の
手

数
料

と
し

て
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

額
の

手
数

料
を

徴
収

す
る

。
 

条
に

お
い

て
「

法
」

と
い

う
。

）
に

係
る

次
の

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

事
務

に

つ
き

、
そ

れ
ぞ

れ
同

表
の

中
欄

に
掲

げ
る

名
称

の
手

数
料

と
し

て
、

そ
れ

ぞ

れ
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

額
の

手
数

料
を

徴
収

す
る

。
 

事
務

の
内

容
 

手
数

料
の

名
称

 
金

額
 

１
 

法
第

５
条

第
１

項
又

は
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

普
通

免

許
状

の
授

与
 

教
育

職
員

の
普

通

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

 
 

 

２
 

法
第

５
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

免
許

状
の

授
与

 

教
育

職
員

の
特

別

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

３
 

法
第

５
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

臨
時

免
許

状
の

授
与

 

教
育

職
員

の
臨

時

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

1
,
7
0
0
円

 

４
 

法
第

５
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

支
援

学
校

の
教

員

の
普

通
免

許
状

に
新

教
育

領
域

を

追
加

し
て

定
め

る
際

の
普

通
免

許

状
の

交
付

 

教
育

職
員

の
普

通

免
許

状
へ

の
新

教

育
領

域
追

加
手

数

料
 

3
,
3
0
0
円

 

５
 

法
第

５
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

支
援

学
校

の
教

員

の
臨

時
免

許
状

に
新

教
育

領
域

を
 

教
育

職
員

の
臨

時

免
許

状
へ

の
新

教

育
領

域
追

加
手

数
 

1
,
7
0
0
円

 

 

事
務

の
内

容
 

手
数

料
の

名
称

 
金

額
 

１
 

法
第

５
条

第
１

項
又

は
第

1
6
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

普

通
免

許
状

の
授

与
 

教
育

職
員

の
普

通

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

２
 

法
第

５
条

第
２

項
又

は
第

1
6
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
く

免

許
状

更
新

講
習

の
修

了
後

の
普

通

免
許

状
の

授
与

 

教
育

職
員

の
免

許

状
更

新
講

習
修

了

後
の

普
通

免
許

状

の
授

与
手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

３
 

法
第

５
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

免
許

状
の

授
与

 

教
育

職
員

の
特

別

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

４
 

法
第

５
条

第
６

項
の

規
定

に
基

づ
く

臨
時

免
許

状
の

授
与

 

教
育

職
員

の
臨

時

免
許

状
の

授
与

手

数
料

 

1
,
7
0
0
円

 

５
 

法
第

５
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

支
援

学
校

の
教

員

の
普

通
免

許
状

に
新

教
育

領
域

を

追
加

し
て

定
め

る
際

の
普

通
免

許

状
の

交
付

 

教
育

職
員

の
普

通

免
許

状
へ

の
新

教

育
領

域
追

加
手

数

料
 

3
,
3
0
0
円

 

６
 

法
第

５
条

の
２

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
く

特
別

支
援

学
校

の
教

員

の
臨

時
免

許
状

に
新

教
育

領
域

を
 

教
育

職
員

の
臨

時

免
許

状
へ

の
新

教

育
領

域
追

加
手

数
 

1
,
7
0
0
円
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追
加

し
て

定
め

る
際

の
臨

時
免

許

状
の

交
付

 

料
 

 

６
 

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

教
育

職
員

検
定

 

教
育

職
員

検
定

手

数
料

 

1
,
7
0
0
円

 

 
 

 

 
 

 

７
 

法
第

1
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

の
書

換
え

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

書
換

え
手

数

料
 

8
7
0
円

 

８
 

法
第

1
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

の
再

交
付

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

再
交

付
手

数

料
 

1
,
1
0
0
円

 

 

追
加

し
て

定
め

る
際

の
臨

時
免

許

状
の

交
付

 

料
 

 

７
 

法
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

教
育

職
員

検
定

 

教
育

職
員

検
定

手

数
料

 

1
,
7
0
0
円

 

８
 

法
第

９
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

免
許

状
の

有
効

期
間

の

更
新

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

有
効

期
間

更

新
証

明
書

の
発

行

手
数

料
 

3
,
3
0
0
円

 

９
 

法
第

９
条

の
２

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

免
許

状
の

有
効

期
間

の

延
長

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

有
効

期
間

延

長
証

明
書

の
発

行

手
数

料
 

1
,
7
0
0
円

 

1
0
 

法
第

1
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

の
書

換
え

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

書
換

え
手

数

料
 

8
7
0
円

 

1
1
 

法
第

1
5
条

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

の
再

交
付

 

教
育

職
員

の
免

許

状
の

再
交

付
手

数

料
 

1
,
1
0
0
円

 

1
2
 

教
育

職
員

免
許

法
及

び
教

育
公

務
員

特
例

法
の

一
部

を
改

正
す

る

法
律

（
平

成
1
9
年

法
律

第
9
8
号

。

以
下

こ
の

表
に

お
い

て
「

改
正

法
」

と
い

う
。

）
附

則
第

２
条

第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

更

新
講

習
の

修
了

確
認

 

教
育

職
員

の
免

許

状
更

新
講

習
修

了

確
認

証
明

書
の

発

行
手

数
料

 

3
,
3
0
0
円
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1
3
 

改
正

法
附

則
第

２
条

第
３

項
第

３
号

の
規

定
に

基
づ

く
免

許
状

更

新
講

習
の

修
了

確
認

期
限

を
経

過

し
た

者
に

対
す

る
法

定
期

間
内

に

あ
る

こ
と

の
確

認
 

教
育

職
員

の
免

許

状
更

新
講

習
修

了

確
認

期
限

経
過

後

の
期

間
内

確
認

証

明
書

の
発

行
手

数

料
 

3
,
3
0
0
円

 

1
4
 

改
正

法
附

則
第

２
条

第
４

項
の

規
定

に
基

づ
く

免
許

状
更

新
講

習

の
修

了
確

認
期

限
の

延
期

 

教
育

職
員

の
免

許

状
更

新
講

習
修

了

確
認

期
限

延
期

証

明
書

の
発

行
手

数

料
 

1
,
7
0
0
円

 

1
5
 

改
正

法
附

則
第

２
条

第
５

項
の

規
定

に
基

づ
く

免
許

状
更

新
講

習

の
受

講
免

除
者

で
あ

る
こ

と
の

認

定
 

教
育

職
員

の
免

許

状
更

新
講

習
免

除

証
明

書
の

発
行

手

数
料

 

3
,
3
0
0
円

 

 

（
手

数
料

の
不

還
付

）
 

（
手

数
料

の
不

還
付

）
 

第
5
8
条

 
既

に
納

付
さ

れ
た

前
章

の
手

数
料

は
、

還
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

知

事
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

第
5
8
条

 
既

に
納

付
さ

れ
た

前
章

の
手

数
料

は
、

還
付

し
な

い
。

た
だ

し
、

知

事
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
た

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

（
手

数
料

の
減

免
）

 
（

手
数

料
の

減
免

）
 

第
5
9
条

 
知

事
は

、
公

益
上

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
前

章
の

手

数
料

（
第

5
5
条

の
３

の
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係

る
事

務
の

手
数

料
、

第
5
5
条

の
４

の
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

、
第

5
5
条

の
５

の
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

、
第

5
5
条

の
６

の
高

齢
者

、
障

害
者

等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

及
び

第

第
5
9
条

 
知

事
は

、
公

益
上

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
前

章
の

手

数
料

（
第

5
5
条

の
３

の
長

期
優

良
住

宅
の

普
及

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係

る
事

務
の

手
数

料
、

第
5
5
条

の
４

の
都

市
の

低
炭

素
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

、
第

5
5
条

の
５

の
建

築
物

の
耐

震
改

修
の

促
進

に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

、
第

5
5
条

の
６

の
高

齢
者

、
障

害
者

等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
に

係
る

事
務

の
手

数
料

及
び

第
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5
5
条

の
７

の
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
に

係

る
事

務
の

手
数

料
の

う
ち

高
知

県
建

築
基

準
法

施
行

条
例

第
2
1
条

の
２

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
構

造
計

算
適

合
性

判
定

手
数

料
の

額
に

相
当

す

る
額

並
び

に
第

5
5
条

の
７

の
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
に

関

す
る

法
律

に
係

る
事

務
の

手
数

料
の

う
ち

同
条

第
１

項
の

表
１

の
項

か
ら

３

の
項

ま
で

に
規

定
す

る
手

数
料

を
除

く
。

）
を

減
額

し
、

又
は

免
除

す
る

こ

と
が

で
き

る
。
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令和４年５月 26 日 

教職員・福利課 

高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案の概要 
―教員免許更新制の発展的解消（廃止）による事務手数料の廃止等について― 

１ 条例改正の目的 

教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の一部が改正され、教員免許更新制（以下「更

新制」という。）が発展的に解消されることを考慮し、教育職員免許法に係る事務手数料のうち、

更新制に係る事務について廃止しようとするもの。 

２ 教員免許更新制について 

（１） 平成19年６月に教育職員免許法の一部が改正され、平成21年４月１日から導入。 

（２） 他方、近年において社会の変化が早まり、オンライン研修の拡大や平成 28 年の教育公

務員特例法の改正による研修の体系化の進展など教員の研修を取り巻く環境が大きく変化。 

（３） このような状況を踏まえ、令和３年に、文部科学省に設置される中央教育審議会におい

て、「令和の日本型学校教育」の実現化に向けた現職教員研修の充実と更新制の発展的解消 

（いわゆる廃止）について、「審議まとめ」が示された。 

（４） これを受け、今通常国会に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法

律案」が提出され、この中で教育職員免許法の一部が改正され、更新制が発展的に解消さ

れることにより、法改正時点（施行日は本年７月1日）に有効な教員免許を所有する者は、   

更新講習の受講や更新手続の必要がなくなる。 

３ 条例改正の内容 

第56条中の表に掲げる次の事務について削除し、その他必要な規定の整理を行う。 

事務の内容 金額 備考 

２ 法第５条第２項又は第 16 条の２第２項の規定に基づく

免許状更新講習の修了後の普通免許状の授与 

3,300円 有効期間満了による失効

等の場合 

８ 法第９条の２第１項の規定に基づく免許状の有効期間

の更新 

3,300円 新免許状の更新 

９ 法第９条の２第５項の規定に基づく免許状の有効期間

の延長 

1,700円 新免許状の更新延長 

12 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正す

る法律（平成19年法律第98号。以下この表において「改

正法」という。）附則第２条第２項の規定に基づく免許状更

新講習の修了確認 

3,300円 旧免許状の更新 

13 改正法附則第２条第３項第３号の規定に基づく免許状

更新講習の修了確認期限を経過した者に対する法定期間

内にあることの確認 

3,300円 旧免許状の（有効性の） 

回復 

14 改正法附則第２条第４項の規定に基づく免許状更新講

習の修了確認期限の延期 

1,700円 旧免許状の更新延期 

15 改正法附則第２条第５項の規定に基づく免許状更新講

習の受講免除者であることの認定 

3,300円 新免許状・旧免許状の 

更新免除 

 ４ 施行期日  令和４年７月１日 

①目的は、その時々の教員として必要な知識技能を身につけること。 ②平成 21 年４月１日以降に授与

された教員免許状（新免許状）に 10 年間の有効期間が付され、平成 21 年３月 31 日以前に免許状（旧

免許状）を取得した者にも更新制の基本的枠組みが適用。 ③有効期間満了前の２年間において、30時

間以上の免許状更新講習の受講・修了と免許管理者（都道府県教育委員会）への申請手続が必要。 

参考資料１ 
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